
　
都
市
計
画
を
決
定

（５）平成２２年（２０１０）１０月１日号

　
市
民
、
行
政
、
公
共
交
通
事
業

者
ら
で
構
成
す
る
「
印
西
市
地
域

公
共
交
通
活
性
化
協
議
会
」
で
は
、

み
な
さ
ん
に
利
用
し
や
す
い
ふ
れ

あ
い
バ
ス
や
、
路
線
バ
ス
な
ど
の

市
内
バ
ス
交
通
の
あ
り
方
に
つ
い

て
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
、
協
議
会
で
は
本
市
に

お
け
る
地
域
公
共
交
通
の
将
来
像

と
そ
の
実
現
に
向
け
た
基
本
方
針

な
ど
を
示
す
「
地
域
公
共
交
通
総

合
連
携
計
画
」
を
策
定
し
て
い
く

予
定
で
す
。
計
画
策
定
に
あ
た
り
、

現
在
、市
内
3
街
0
0
0
世
帯（
無

作
為
抽
出
）
に
「
公
共
交
通
の
利

用
状
況
等
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
票
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　
調
査
票
が
届
い
た
人
の
中
で
、

ま
だ
ご
回
答
を
い
た
だ
い
て
い
な

い
人
は
、
返
送
期
限
が
　
月
5
日

10

峨
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
手

数
で
す
が
ご
記
入
の
上
ご
返
送
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
協
議
会
の
こ
れ
ま
で
の
会
議
内

容
な
ど
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（「
暮
ら
す
」
→
「
交
通

（
成
田
線
・
北
総
線
・
そ
の
ほ

か
）」
→
「
印
西
市
地
域
公
共
交

通
活
性
化
協
議
会
」）で
公
開
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

架
市
地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議

会
事
務
局
（
企
画
政
策
課
交
通
政

策
室
内
・
緯
内
線
4
7
6
）。

 公
共
交
通
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を
 

　
羽
田
空
港
（
東
京
国
際
空
港
）

で
は
、
新
滑
走
路
の
増
設
や
国
際

線
地
区
の
整
備
（
再
拡
張
）
を
進

め
て
お
り
、　
月
　
日
牙
に
新
滑

10

21

走
路
（
Ｄ
滑
走
路
）
の
供
用
が
開

始
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
再
拡
張
に
伴
い
、
千
葉
県

上
空
を
通
過
す
る
飛
行
ル
ー
ト
の

見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
印
西
市
で
は
、
南
風
時
に
到
着

機
の
一
部
が
、
5
街
0
0
0
フ
ィ

ー
ト
か
ら
4
街
0
0
0
フ
ィ
ー
ト

の
上
空
を
飛
行
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

【
羽
田
空
港
の
航
空
機
騒
音
・
落
下

物
な
ど
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
】

国
土
交
通
省
東
京
空
港
事
務
所
環

境
・
地
域
振
興
課
（
緯
0
3
―
5

7
5
7
―
3
0
0
0
・
祝
日
お
よ

び
休
日
を
除
く
月
～
金
曜
日
・
午

前
9
時
～
午
後
6
時
・
胃
0
3
―

5
7
5
6
―
1
5
1
1
・
メ
ー
ル

in
fo
@
fran
o
m
o
.m
lit.g

o
.

jp

）。
架
企
画
政
策
課
交
通
政
策
室
（
緯

内
線
4
7
6
）。

 羽
田
空
港
の
新
滑
走
路
が
供
用
開
始

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
街
化
区
域
は
、
市
街
化
を
促

進
す
る
区
域
と
し
て
、
ま
た
市
街

化
調
整
区
域
は
こ
れ
を
抑
制
す
る

区
域
と
し
て
、
市
の
都
市
計
画
の

中
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
市
街
化
調
整
区
域
内
に
は

原
則
と
し
て
、
建
築
物
を
建
築
で

き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
建
築
が
可
能
な
場
合
は
、
一
定

の
要
件
に
該
当
し
、
事
前
に
県
知

事
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
市
街
化
調
整
区
域
内
で
の
開

発
・
建
築
行
為
を
計
画
し
て
い
る

人
は
、
あ
ら
か
じ
め
左
記
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
市
街
化
区
域
内
で
も
面

積
が
5
0
0
㎡
以
上
の
開
発
行
為

は
、
原
則
と
し
て
許
可
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

架
建
築
課
開
発
建
築
班
。

県
営
住
宅

空
家
入
居
資
料
を
配
布

　
県
営
住
宅
の
募
集
お
よ
び
空
家

状
況
資
料
な
ど
を
配
布
し
て
い
ま

す
。
募
集
資
料
は
二
種
類
、
空
家

入
居
（
年
4
回
／
4
・
7
・
　
・
10

1
月
）・
常
時
（
毎
月
）
で
す
。
資

料
は
募
集
月
の
前
月
末
ご
ろ
に
配

布
し
ま
す
。

胸
配
布
場
所
…
市
役
所
建
築
課
お

よ
び
各
支
所
、
中
央
駅
前
出
張
所
、

牧
の
原
出
張
所
。

※
資
料
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
、

千
葉
県
住
宅
供
給
公
社
県
営
住
宅

管
理
部
募
集
課
（
緯
0
4
3
―
2

2
2
―
9
2
0
0
）
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

架
建
築
課
住
宅
班
（
緯
内
線
7
7

3
）。

違
反
建
築
防
止
週
間

～
完
了
検
査
を
受
け
て

い
ま
す
か
～

　
　
月
　
日
華
～
　
日
蚊
は
、
違

10

11

17

反
建
築
防
止
週
間
で
す
。
安
心
し

て
暮
ら
す
た
め
に
は
、
建
築
物
が

安
全
で
あ
る
こ
と
が
と
て
も
大
切

で
す
。

　
建
築
基
準
法
は
、
生
命
・
健
康
・

財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
地
震
や

火
災
な
ど
に
対
す
る
安
全
性
に
関

す
る
基
準
を
定
め
て
い
ま
す
。
こ

の
基
準
は
、
建
築
物
を
建
て
る
場

合
に
は
必
ず
守
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
こ
の
違
反
建
築
防
止
週
間
を
き

っ
か
け
に
、
あ
な
た
の
所
有
す
る

建
築
物
に
つ
い
て
、
法
令
に
適
合

し
て
い
る
か
ど
う
か
建
築
士
と
相

談
す
る
な
ど
点
検
を
心
が
け
ま
し

ょ
う
。
な
お
、
こ
の
週
間
に
は
一

斉
公
開
建
築
パ
ト
ロ
ー
ル
が
実
施

さ
れ
ま
す
。

架
建
築
課
開
発
建
築
班
（
緯
内
線

7
7
2
・
7
7
4
）。

開
発
行
為
・
建
築
行
為
に

は
事
前
に
許
可
を

　
み
な
さ
ん
は
、
市
街
化
調
整
区

域
内
で
開
発
行
為
や
建
築
行
為
を

す
る
場
合
、
事
前
に
許
可
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
ご
存
じ

で
し
ょ
う
か
。
現
在
、
市
の
区
域

は
「
市
街
化
区
域
」
と
「
市
街
化

調
整
区
域
」
に
区
分
（
線
引
き
）

　防災行政無線から放送された内容を確認したい
時、下記の電話にかけると最新の放送内容を聞く
ことができます。放送内容が分からなかったり、
もう一度聞きたい場合は、テレホンサービスをご
利用ください。
※このサービスの通話料は利用者負担となります。
【防災行政無線テレホンサービス電話番号】

　緯碓40 2900

架防災課防災班（緯内線459）。

　市では災害時などの情報伝達手段として、携帯電話やパ
ソコンへのメール配信サービス「印西市緊急情報発信シス
テム」を実施しています。
　このメール配信サービスは、どなたでも利用することが
できますが、あらかじめ『利用者登録』が必要になります。
　なお、登録は無料ですが、『利用者登録』および『登録解
除』の際の通信料、メールの受信、WEB閲覧にかかる費用
は、利用者の負担になります。
【防災メール『利用者登録』手順】
　利用する通信機器から下のアドレスに「空」メールを送
信してください。

　b@inz.171k.jp

※利用者登録手順および配信する内容の詳細については、
市ホームページ（http://www.city.inzai.chiba.jp）に掲載。

防災情報を活用しよ防災情報を活用しようう
怯防災メール

怯防災行政無線テレホンサービス

滑QRコー
ドも利用で
きます

 住
宅
や
開
発
行
為
・

　
　
　
　
建
築
行
為
の
お
知
ら
せ

　この度、市と印西アゴラの会（市民参
加推進の会）が共催し、市民参加の推進
を目的としたまちづくりフォーラムを開
催します。
　基調講演では、東京大学大学院教授の
横張真氏を講師にお迎えし「里山と農地
の今日的価値を見直そう」と題して市民・
行政・企業のかかわわりについて講演し
ていただきます。みなさんのご参加をお
待ちしています。
胸日時…10月30日臥・午後1時30分
～3時30分。
胸会場…中央駅前センター（中央南）。
胸定員…60人。
胸内容…基調講演、市民参加の状況報告。
胸申し込み…10月29日画までに電話、
またはメールで下記まで（先着順）。
架企画政策課企画政策班（緯内線４７４・メ
ールkikakuka@ml.city.inzai.chiba.jp）。

第３回印西市
まちづくりフォーラム

　
現
在
、
印
西
牧
の
原
駅
圏
西
の

原
地
区
地
区
計
画
の
沿
道
利
用
地

区
の
一
部
（
上
図
対
象
区
域
）
に

つ
い
て
、
内
容
（
左
表
参
照
）
を

変
更
す
る
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
変
更
す
る
内
容
な
ど
で
不
明
な

点
や
意
見
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、

　
月
　
日
俄
ま
で
に
左
記
ま
で
申

10

18

し
出
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
ご
意
見
の
な
い
場
合
は
、

今
後
、
縦
覧
な
ど
の
都
市
計
画
手

続
き
を
行
う
予
定
で
す
。

※
詳
し
く
は
左
記
ま
で
。

架
都
市
計
画
課
計
画
班
（
緯
内
線

7
6
5
・
7
6
6
）。

胸
縦
覧
の
場
所
…
市
役
所
都
市
計

画
課
（
用
途
地
域
、
新
住
宅
市
街

地
開
発
事
業
、
高
度
地
区
、
地
区

計
画
）、
市
役
所
都
市
整
備
課
（
公

園
）、千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
計

画
課
（
用
途
地
域
、
新
住
宅
市
街

地
開
発
事
業
）。

架
市
都
市
計
画
課
千
葉
Ｎ
Ｔ
事
業

対
策
室
（
緯
内
線
7
6
2
）、
市
都

市
整
備
課
管
理
班
（
緯
内
線
5
3

6
）、千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
計

画
課
（
緯
0
4
3
―
2
2
3
―
3

3
7
5
）。

胸印西牧の原駅圏西の原地区地区計画の概要胸
（変更後）（変更前）

独立住宅地区（Ｃ）沿道利用地区の一部地区の
名称地区の

区分

地
区
整
備
計
画
の
建
築
物
な
ど
に
関
す
る
事
項

約1.0佐約1.0佐地区の
面積

次の各号に掲げる建築
物は建築してはならな
い。
茨第一種低層住居専用
地域内に建築すること
ができない建築物
芋長屋又は共同住宅
（住戸の数が2以下
のものを除く）
鰯寄宿舎又は下宿
允公衆浴場
印小学校、中学校又は
高等学校

次の各号に掲げる建築
物は建築してはならな
い。
茨自動車教習所
芋自動車車庫（建築物
の附属車庫を除く。）
鰯畜舎（15逢を超え
るもの）
允風俗営業等の規制及
び業務の適正化等に関
する法律第2条第6
項第2号及び第6号
に規定する営業の用に
供する建築物

建築物などの
用途の制限

100％―容積率
  50％―建ぺい率

変更なし
【概要】
　計画図に表示する道路、歩行者専用道路又
は区域の境界線から建築物の外壁またはこれ
に代わる柱の面までの距離は、次に掲げると
おりとする。また、特に表示のない敷地境界
については、後退距離1斡以上とする。
・2号壁面線においては、2斡以上とする。
※出窓、玄関ポーチ、物置、車庫等について
の緩和規定あり。

壁面の位置の
制限

10斡―建物高さの
最高限度

建築物の形態または意
匠の制限、垣または柵
の構造制限の追加

―そのほか

 印
西
牧
の
原
駅
圏
西
の
原
地
区
地
区
計
画
の
一
部
を
変
更

胸地区計画の変更対象区域胸

　
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
事
業
の
見

直
し
に
伴
う
都
市
計
画
が
、
8
月

　
日
に
決
定
（
変
更
）
さ
れ
ま
し

24た
。

　
決
定
（
変
更
）
さ
れ
た
都
市
計

画
の
種
類
と
縦
覧
場
所
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

胸
都
市
計
画
の
種
類
…
①
用
途
地

域
②
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
③

高
度
地
区
④
公
園
⑤
地
区
計
画
。

―市民参加で新たな里地・里山保全を考える―

※左表および上図の区域は、概略です。


